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(57)【要約】
【課題】　人サーモグラフィカメラで人物の体温をより
適切に計測するための仕組みを提供すること。
【解決手段】　サーモグラフィカメラが撮影した熱画像
に含まれる人物の温度を取得する情報処理システムであ
って、ネットワークカメラが撮影した人物を含む画像を
取得する取得手段と、前記取得手段により取得した画像
に含まれる人物の所定の位置を特定する特定手段と、前
記特定手段により特定された位置に対応する、サーモグ
ラフィカメラが撮影した熱画像の位置の温度を取得する
温度取得手段と、を備えることを特徴とする。
【選択図】　図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークカメラが撮影した人物を含む画像を取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得した画像に含まれる人物の所定の位置を特定する特定手段と、
　前記特定手段により特定された位置に対応する、サーモグラフィカメラが撮影した熱画
像の位置の温度を取得する温度取得手段と、
　を備えることを特徴とする情報処理システム。
【請求項２】
　前記取得手段により取得された画像と、前記温度取得手段により取得された前記人物の
温度とを表示するように制御する表示制御手段と、
　を備えることを特徴とする請求項１に記載の情報処理システム。
【請求項３】
　ネットワークカメラが撮影した画像に含まれる人物の識別情報を取得する識別情報取得
手段を備え、
　前記表示制御手段は、前記取得手段により取得した画像と、前記温度と、前記識別情報
取得手段により取得された識別情報とを表示するように制御することを特徴とする請求項
２に記載の情報処理システム。
【請求項４】
　前記温度取得手段により取得された前記人物の温度が所定の条件を満たす場合に、当該
温度に係るアラートを出力する出力手段を備えることを特徴とする請求項１乃至３の何れ
か１項に記載の情報処理システム。
【請求項５】
　前記所定の条件は、前記温度取得手段により取得された前記人物の温度が、所定の温度
以上であること、又は、前記温度取得手段により取得された前記人物の温度が、前記人物
の平熱よりも所定温度以上高いことを条件として含むことを特徴とする請求項４に記載の
情報処理システム。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、前記所定の条件を満たした人物の前記識別情報、及び／又は前記
所定の条件を満たした人物の温度であって前記温度取得手段により取得された前記人物の
温度を、当該人物が撮影された時間帯のタイムラインに対応して表示するように制御する
ことを特徴とする請求項４又は５に記載の情報処理システム。
【請求項７】
　ネットワークカメラが撮影した人物を含む画像を取得する取得工程と、
　前記取得工程により取得した画像に含まれる人物の所定の位置を特定する特定工程と、
　前記特定工程により特定された位置に対応する、サーモグラフィカメラが撮影した熱画
像の位置の温度を取得する温度取得工程と、
　を備えることを特徴とする情報処理システムにおける制御方法。
【請求項８】
　コンピュータを、請求項１から６のいずれか１項に記載された情報処理システムとして
機能させるためのプログラム。
 
 
 
 
 

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、情報処理システム、及びその制御方法、プログラムに関し、特に、サーモグ
ラフィカメラで人物の体温をより適切に計測するための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば、衛生管理上の観点から、食品工場などの工場内に、発熱している病気の
人物が入らないようにするために、工場に入る前の検査室で、工場に入るスタッフが、各
自自身の体温をスティック型の体温計で測定している。そして、所定の温度以上であれば
、工場に入らないようにする運用が行われている。
【０００３】
　しかしながら、従来、そのような運用で計測すると、体温計の計測結果が出るまで時間
がかかり、検査室で大勢が滞留してしまっていた。また、発熱している病気の人物が入ら
ないように監査する監査者は、各自の体温計を確認しなければならず、その作業が煩雑で
あった。
【０００４】
　特許文献１には、サーモグラフィカメラにより生成される温度分布画像データから、サ
ーモグラフィカメラによる監視対象領域内の被監視者の有無を判定することが記載されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－２５０５１６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、サーモグラフィカメラの熱画像から人物の温度を測定することが考えられる。
【０００７】
　しかしながら、サーモグラフィカメラの熱画像からは、温度を測定すべき人物の所定の
部位（顔や、首などの位置や領域）を特定し難い。そのため、サーモグラフィカメラの熱
画像から適切に人物の温度（体温）を測定し難い。
【０００８】
　また、サーモグラフィカメラの映像に、温度の比較的高い物体が被写体として含まれて
いた場合、その物体と一緒に撮影された人物の体温が閾値以上であると誤判定されるおそ
れがある。
【０００９】
　そこで、本発明の目的は、サーモグラフィカメラで人物の体温をより適切に計測するた
めの仕組みを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、ネットワークカメラが撮影した人物を含む画像を取得する取得手段と、前記
取得手段により取得した画像に含まれる人物の所定の位置を特定する特定手段と、前記特
定手段により特定された位置に対応する、サーモグラフィカメラが撮影した熱画像の位置
の温度を取得する温度取得手段と、を備えることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明は、ネットワークカメラが撮影した人物を含む画像を取得する取得工程と
、前記取得工程により取得した画像に含まれる人物の所定の位置を特定する特定工程と、
前記特定工程により特定された位置に対応する、サーモグラフィカメラが撮影した熱画像
の位置の温度を取得する温度取得工程と、を備えることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明は、コンピュータを、上述の情報処理装置として機能させるためのプログ
ラムを特徴とする。
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【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、サーモグラフィカメラで人物の体温をより適切に計測することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の情報処理システムのシステム構成の一例を示すである。
【図２】図１に示すサーバ１０３、及びクライアント端末１０４に適用可能な情報処理装
置のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
【図３】ネットワークカメラ１０１のハードウェアの構成を示す構成図である。
【図４】工場４０４に入る前の検査室４０２の一例を示す図である。
【図５】ネットワークカメラ１０１、サーモグラフィカメラ１０２、サーバ１０３が実行
する処理の一例を示すフローチャートである。
【図６】クライアント端末１０４が実行する処理の一例を示すフローチャートである。
【図７】サーバ１０３の外部メモリ等の記憶手段に記憶されている各種データの一例を示
す図である。
【図８】クライアント端末１０４の表示部（ディスプレイ装置２１０）に表示される表示
画面８０１の一例である。
【図９】クライアント端末１０４の表示部（ディスプレイ装置２１０）に表示される表示
画面８０１の一例である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態を詳細に説明する。
【００１６】
　図１は、本発明の情報処理システムのシステム構成の一例を示すである。
【００１７】
　図１に示す情報処理システムは、ネットワークカメラ１０１と、サーモグラフィカメラ
１０２と、サーバ１０３と、クライアント端末１０４とがネットワーク１０５を介して相
互に通信可能に接続され構成されている。
【００１８】
　ネットワークカメラ１０１は、例えば、図４に示すように、食品工場等の工場４０４内
に入る前に身体検査や身体の清浄を行う部屋である検査室４０２内に設けられており、検
査室４０１内に入ってきた人物や物体を撮影して、映像（可視画像）を生成することがで
きる。
【００１９】
　また、サーモグラフィカメラ１０２は、物体や人物から放射される赤外線を解析して、
熱分布を図として表した映像（熱画像）を生成することができる。
【００２０】
　また、サーバ１０３は、ネットワークカメラ１０１、サーモグラフィカメラ１０２から
送信された各映像を受信して、映像解析して、その解析結果と共に、当該各映像をクライ
アント端末１０４に送信する機能を備えている。また、サーバ１０３は、当該各映像をメ
モリに録画する機能を備えており、図７に示す各テーブル（情報）をメモリ（記憶手段）
に記憶している。
【００２１】
　クライアント端末１０４は、ネットワークカメラ１０１、サーモグラフィカメラ１０２
が生成した映像を受信して表示する機能を備えている。
【００２２】
　クライアント端末１０４は、検査室４０２を通る人物が病気にかかっていないかを確認
する監査者（ユーザ）が操作、及び閲覧する情報処理装置である。
【００２３】



(5) JP 2020-5181 A 2020.1.9

10

20

30

40

50

　サーバ１０３、及びクライアント端末１０４は、コンピュータ等の情報処理装置である
。
【００２４】
　図２は、図１に示すサーバ１０３、及びクライアント端末１０４に適用可能な情報処理
装置のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
【００２５】
　図２に示すように、情報処理装置は、システムバス２０４を介してＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒ
ａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）２０１、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍ
ｏｒｙ）２０３、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）２０２、入力コ
ントローラ２０５、ビデオコントローラ２０６、メモリコントローラ２０７、および通信
Ｉ／Ｆコントローラ２０８が接続される。
【００２６】
　ＣＰＵ２０１は、システムバス２０４に接続される各デバイスやコントローラを統括的
に制御する。
【００２７】
　ＲＯＭ２０３あるいは外部メモリ２１１等の記憶装置は、ＣＰＵ２０１が実行する制御
プログラムであるＢＩＯＳ（Ｂａｓｉｃ　Ｉｎｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）や
ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）や、本情報処理方法を実現するためのコンピ
ュータ読み取り実行可能なプログラムおよび必要な各種データ（データテーブルを含む）
を保持している。
【００２８】
　ＲＡＭ２０２は、ＣＰＵ２０１の主メモリ、ワークエリア等として機能する。ＣＰＵ２
０１は、処理の実行に際して必要なプログラム等をＲＯＭ２０３あるいは外部メモリ２１
１からＲＡＭ２０２にロードし、ロードしたプログラムを実行することで各種動作を実現
する。
【００２９】
　入力コントローラ２０５は、入力装置２０９（入力デバイス）からの入力を制御する。
入力装置２０９としては、キーボード、タッチパネル、マウス等のポインティングデバイ
ス等が挙げられる。
【００３０】
　なお、入力装置２０９がタッチパネルの場合、ユーザがタッチパネルに表示されたアイ
コンやカーソルやボタンに合わせて押下（指等でタッチ）することにより、各種の指示を
行うことができることとする。
【００３１】
　また、タッチパネルは、マルチタッチスクリーンなどの、複数の指でタッチされた位置
を検出することが可能なタッチパネルであってもよい。
【００３２】
　ビデオコントローラ２０６は、ディスプレイ装置２１０などの外部出力装置への表示を
制御する。ディスプレイは本体と一体になったノート型パソコンのディスプレイも含まれ
るものとする。なお、外部出力装置はディスプレイに限ったものははく、例えばプロジェ
クタであってもよい。また、前述のタッチ操作により受け付け可能な装置については、入
力装置２０９を提供する。
【００３３】
　なおビデオコントローラ２０６は、表示制御を行うためのビデオメモリ（ＶＲＡＭ）を
制御することが可能で、ビデオメモリ領域としてＲＡＭ２０２の一部を利用することもで
きるし、別途専用のビデオメモリを設けることも可能である。
【００３４】
　メモリコントローラ２０７は、外部メモリ２１１へのアクセスを制御する。外部メモリ
としては、ブートプログラム、各種アプリケーション、フォントデータ、ユーザファイル
、編集ファイル、および各種データ等を記憶する外部記憶装置（ハードディスク）、フレ
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キシブルディスク（ＦＤ）などのメモリ等を利用可能である。
【００３５】
　通信Ｉ／Ｆコントローラ２０８は、ネットワークを介して外部機器と接続・通信するも
のであり、ネットワークでの通信制御処理を実行する。例えば、ＴＣＰ／ＩＰを用いた通
信、Ｗｉ－Ｆｉ、および３Ｇ回線、ＬＴＥ回線を用いた通信が可能である。
【００３６】
　なお、外部メモリ２１１等の記憶装置は情報を永続的に記憶するための媒体であって、
その形態をハードディスク等の記憶装置に限定するものではない。例えば、ＳＳＤ（Ｓｏ
ｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）などの媒体であってもよい。
【００３７】
　また本実施形態における通信端末で行われる各種処理時の一時的なメモリエリアとして
も利用可能である。
【００３８】
　尚、ＣＰＵ２０１は、例えばＲＡＭ２０２内の表示情報用領域へアウトラインフォント
の展開（ラスタライズ）処理を実行することにより、ディスプレイ装置２１０上での表示
を可能としている。また、ＣＰＵ２０１は、ディスプレイ装置２１０上の不図示のマウス
カーソル等でのユーザ指示を可能とする。
【００３９】
　次に、図３を用いて、図１に示したネットワークカメラ１０１（情報処理装置）、サー
モグラフィカメラ１０２のハードウェア構成の一例について説明する。
【００４０】
　図３は、ネットワークカメラ１０１のハードウェアの構成を示す構成図である。
【００４１】
　ＣＰＵ３０１は、システムバス３０４に接続される各デバイスやコントローラを統括的
に制御する。また、ＲＯＭ３０２あるいは外部メモリ３０５には、ＣＰＵ３０１の制御プ
ログラムであるＢＩＯＳ（Ｂａｓｉｃ　Ｉｎｐｕｔ　／　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）
やオペレーティングシステムプログラム（以下、ＯＳ）や、画像処理サーバ１０８の実行
する機能を実現するために必要な後述する各種プログラム等が記憶されている。ＲＡＭ３
０３は、ＣＰＵ３０１の主メモリ、ワークエリア等として機能する。
【００４２】
　ＣＰＵ３０１は、処理の実行に際して必要なプログラム等をＲＡＭ３０３にロードして
、プログラムを実行することで各種動作を実現するものである。
【００４３】
　メモリコントローラ（ＭＣ）３０６は、ブートプログラム、各種のアプリケーション、
フォントデータ、ユーザファイル、編集ファイル、各種データ、画像データ等を記憶する
ハードディスク（ＨＤ）やＰＣＭＣＩＡカードスロットにアダプタを介して接続されるス
マートメディア（登録商標）等の外部メモリ３０５へのアクセスを制御する。
【００４４】
　ネットワークカメラ１０１におけるカメラ部３０７は、画像処理部３０８と接続されて
おり、監視対象に対して向けられたレンズを透過して得られた光をＣＣＤやＣＭＯＳ等の
受光セルによって光電変換を行った後、ＲＧＢ信号や補色信号を画像処理部３０８に対し
て出力する。
【００４５】
　ネットワークカメラ１０１における画像処理部３０８は、ＲＧＢ信号や捕色信号に基づ
いて、ホワイトバランス調整、ガンマ処理、シャープネス処理を行い、更に、ＹＣ信号処
理を施して輝度信号Ｙとクロマ信号（以下、ＹＣ信号）を生成し、ＹＣ信号を所定の圧縮
形式（例えばＪＰＥＧフォーマット、あるいはＭｏｔｉｏｎＪＰＥＧフォーマット等）で
圧縮し、この圧縮されたデータは、画像データとして外部メモリ３０５へ一時保管される
。
【００４６】
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　また、サーモグラフィカメラ１０２におけるカメラ部３０７は、画像処理部３０８と接
続されており、監視対象に対して向けられたレンズを透過した赤外線（赤外光）を受光す
る受光部により受光して、光電変換を行った後、その信号を画像処理部３０８に対して出
力する。
【００４７】
　サーモグラフィカメラ１０２における画像処理部３０８は、当該信号を解析して、熱分
布を図として表した映像（熱画像）を生成する。そして、所定の圧縮形式で圧縮し、この
圧縮されたデータは、画像データとして外部メモリ３０５へ一時保管される。
【００４８】
　通信Ｉ／Ｆコントローラ（通信Ｉ／ＦＣ）３０９は、ネットワークを介して、外部機器
と接続・通信するものであり、ネットワークでの通信制御処理を実行しており、外部メモ
リ３０５に記憶された画像データは、通信Ｉ／Ｆコントローラ３０９によって外部機器へ
送信される。
【００４９】
　次に、図４に示す工場４０４に入る前の検査室４０２について説明する。
【００５０】
　図４は、工場４０４に入る前の検査室４０２の一例を示す図である。
【００５１】
　図４に示す通り検査室の入り口には、検査室出入口ドア４０１が設けられており、検査
室出入口ドア４０１を開けて工場４０４内で働く人物（ユーザ）が検査室４０２に入って
これるように構成されている。
【００５２】
　検査室４０２内には、ネットワークカメラ１０１と、サーモグラフィカメラ１０２とが
設けられており、これらのカメラが、検査室出入口ドア４０１を開けて入ってきた人物や
物体を撮影することが出来るように配置されている。
【００５３】
　ネットワークカメラ１０１と、サーモグラフィカメラ１０２とは、ほぼ同一の画角にな
るように設けることが好ましいが、画角が異なっていてもよい。
【００５４】
　工場出入口ドア４０３は、検査室４０２と工場４０４との間に設けられたドアであり、
所定値以上発熱していない人物であることが確認された場合に、施錠部４０５のロックが
解除され開錠されることで、人物が工場４０４内に入ることが出来るように構成されてい
る。
【００５５】
　次に、図５に示すフローチャートを用いて、ネットワークカメラ１０１、サーモグラフ
ィカメラ１０２、サーバ１０３が実行する処理について説明する。
【００５６】
　図５は、ネットワークカメラ１０１、サーモグラフィカメラ１０２、サーバ１０３が実
行する処理の一例を示すフローチャートである。
【００５７】
　図５に示すＳ５０１、Ｓ５０２の各ステップの処理は、ネットワークカメラ１０１のＣ
ＰＵが、外部メモリ等の記憶手段に格納されたプログラムをＲＡＭにロードして実行する
ことにより実現される。
【００５８】
　図５に示すＳ５０３、Ｓ５０４の各ステップの処理は、サーモグラフィカメラ１０２の
ＣＰＵが、外部メモリ等の記憶手段に格納されたプログラムをＲＡＭにロードして実行す
ることにより実現される。
【００５９】
　図５に示すＳ５０５～５２１の各ステップの処理は、サーバ１０３のＣＰＵが、外部メ
モリ等の記憶手段に格納されたプログラムをＲＡＭにロードして実行することにより実現
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される。
【００６０】
　まず、ネットワークカメラ１０１は、検査室４０２内の撮影を行い（Ｓ５０１）、当該
撮影された映像（可視画像）をサーバ１０３に送信する（Ｓ５０２）。そして、処理をＳ
５０１に戻す。
【００６１】
　また、サーモグラフィカメラ１０２も、同時期又はほぼ同時期に、検査室４０２内の撮
影を行い（Ｓ５０３）、当該撮影された映像（熱画像）をサーバ１０３に送信する（Ｓ５
０４）。そして、処理をＳ５０３に戻す。
【００６２】
　サーバ１０３は、ネットワークカメラ１０１で撮影された映像（可視画像）を受信する
（Ｓ５０５）。Ｓ５０５は、本発明の取得手段の適用例であり、ネットワークカメラが撮
影した人物を含む画像を取得する。
【００６３】
　また、サーバ１０３も、同時期又はほぼ同時期に、サーモグラフィカメラ１０２で撮影
された映像（熱画像）を受信する（Ｓ５２１）。
【００６４】
　Ｓ５０５とＳ５２１の処理は、同時期又はほぼ同時期に実行されるため、並行して処理
される（並行処理として実行される）。
【００６５】
　サーバ１０３は、ネットワークカメラ１０１で撮影された映像（可視画像）を解析して
、当該可視画像に映っている人物を検出する処理を行う（Ｓ５０６）。ここでは、例えば
、ＡＩなどの人工知能や、顔認証技術などを用いて、可視画像に映っている人物を検出す
る処理を行う。
【００６６】
　そして、サーバ１０３は、Ｓ５０６で、当該可視画像に映っている人物を検出すること
ができたか否かについて判定する（Ｓ５０７）。人物を検出していないと判定された場合
には（ＮＯ）、処理をＳ５０５に戻す。また、人物を検出したと判定された場合には（Ｙ
ＥＳ）、処理をＳ５０８に移行する。
【００６７】
　サーバ１０３は、Ｓ５０７で人物を検出したと判定された場合に、施錠部４０５に対し
てロック指示を出して、施錠部４０５が当該指示に基づいて工場出入り口ドア４０３を施
錠（ロック）する（Ｓ５０８）。また、既に、ロック済みであれば、ロックを維持するよ
うに制御する。
【００６８】
　次に、サーバ１０３は、Ｓ５０５で取得した映像（可視画像）を解析して人物を認証す
る人物認証処理を行う。人物認証処理としては、例えば、顔認証処理を行う。
【００６９】
　サーバ１０３は、Ｓ５０５で取得した映像（可視画像）に映っている顔画像やその顔特
徴量と、顔認証テーブル７０１に記憶されている顔画像や顔特徴量とをもとに、Ｓ５０５
で取得した映像（可視画像）に映っている人物を特定する。ここでは、顔情報テーブル７
０１をもとに当該人物の社員番号や氏名を特定する（Ｓ５０９）。ここで、社員番号や氏
名は、人物を識別するための識別情報の一例である。
【００７０】
　Ｓ５０９は、本発明の識別情報取得手段（又は取得手段）の適用例であり、ネットワー
クカメラが撮影した画像に含まれる人物の識別情報を取得する。
【００７１】
　サーバ１０３は、Ｓ５０９における人物認証処理の結果、可視画像に含まれる人物が認
証されたか（当該人物の社員番号や氏名を特定できたか）否かを判定する（Ｓ５１０）。
【００７２】
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　そして、サーバ１０３は、可視画像に含まれる人物が認証された（当該人物の社員番号
や氏名を特定できた）と判定された場合には（ＹＥＳ）、処理をＳ５１１に移行して、認
証されなかった（社員番号や氏名を特定できなかった）と判定された場合には（ＮＯ）、
処理をＳ５０５に移行する。
【００７３】
　次に、サーバ１０３は、Ｓ５０５で取得した可視画像を解析して、Ｓ５０９で認証され
た人物の所定の身体の部位（例えば、顔や、首、手など）を特定する（Ｓ５１１）。ここ
で特定する部位は、サーモグラフィカメラ１０２が体温を測るのに適した身体の部位であ
る。
【００７４】
　Ｓ５１１は、本発明の特定手段の適用例であり、取得手段により取得した画像に含まれ
る人物の所定の位置を特定する。
【００７５】
　そして、サーバ１０３は、Ｓ５１１で特定された所定の身体の部位における熱画像の領
域を特定する（Ｓ５１２）。対応位置テーブル７０４には、ネットワークカメラ１０１で
撮影される可視画像における各位置と、サーモグラフィカメラ１０２で撮影される熱画像
における各位置とが対応付けられて記憶されており、サーバ１０３は、このテーブルを用
いて、Ｓ５１１で特定された所定の身体の部位の、可視画像における位置に対応する、熱
画像における位置（熱画像の領域）を特定する。
【００７６】
　そして、サーバ１０３は、熱画像の色から、当該特定された熱画像の領域における温度
（Ｓ５０９で認証された人物の体温）を取得する（Ｓ５１３）。
【００７７】
　Ｓ５１３は、本発明の温度取得手段の適用例であり、特定手段により特定された位置に
対応する、熱画像の位置の温度を取得する。
【００７８】
　Ｓ５１３の処理を実行することで、例えば、サーモグラフィカメラの映像に、温度の比
較的高い物体が被写体として含まれていた場合、その物体と一緒に撮影された人物の体温
が閾値以上であると誤判定されるおそれを低減可能にすることができ、サーモグラフィカ
メラで人物の体温をより適切に計測することが可能となる。
【００７９】
　また、ネットワークカメラが撮影した画像に含まれる人物の所定の位置に対応する、サ
ーモグラフィカメラが撮影した熱画像の位置を特定し、当該位置の温度を取得するので、
サーモグラフィカメラで人物の体温をより適切に計測することが可能となる。
【００８０】
　サーバ１０３は、Ｓ５１３で取得した温度が、所定の条件を満たしているか否かを判定
する（Ｓ５１４）。
【００８１】
　ここで、所定の条件の一例を図７の７０２に示す。
【００８２】
　図７の７０２には、『体温が３８℃以上であること』、又は『平熱よりも２℃以上高い
こと』が、所定の条件として登録されている。
【００８３】
　サーバ１０３は、社員ごと（社員番号、及び社員名ごと）の平熱を、平熱テーブル７０
３に示すように記憶している。そのため、サーバ１０３は、Ｓ５０９で認証された人物の
社員番号、及び社員名に対応する平熱を取得して、当該平熱よりも、Ｓ５１３で取得した
温度が２℃以上高いか否かを判定することができる。
【００８４】
　また、図７に示す所定の条件７０２では、『体温が３８℃以上であること』、又は『平
熱よりも２℃以上高いこと』を示しているが、他の条件であってもよく、この３８℃や２
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℃以外の温度であってもよい。
【００８５】
　また、７０４は、本発明の所定の条件の適用例であり、熱画像をもとに取得された人物
の温度が、所定の温度以上（例えば３８℃以上）であること、又は、熱画像をもとに取得
された人物の温度が、人物の平熱よりも所定温度以上高い（例えば２℃以上高い）ことを
条件として含む。
【００８６】
　サーバ１０３は、Ｓ５１３で取得した温度が、所定の条件を満たしていると判定された
場合には（Ｓ５１４：ＹＥＳ）、処理をＳ５１５に移行し、一方、満たしていないと判定
された場合には（Ｓ５１４：ＮＯ）、処理をＳ５１８に移行する。
【００８７】
　サーバ１０３は、Ｓ５０９で認証された人物を識別するための識別情報（例えば、社員
番号や氏名（社員名））と、Ｓ５１３で取得（計測）された当該人物の温度と、Ｓ５０５
、Ｓ５２１で取得された映像の撮影日時（現在日時）と、Ｓ５０５で取得された映像（可
視画像）と、Ｓ５２１で取得された映像（熱画像）とアラート情報と関連付けて映像管理
テーブル７０５に登録する（Ｓ５１５）。ここで、アラート情報とは、Ｓ５１４で所定の
条件を満たすと判定された条件を満たしていること、及び正確な体温を計測するために体
温計で計測すべき旨を通知する内容が登録される。
【００８８】
　次に、サーバ１０３は、Ｓ５０９で認証された人物の識別情報（例えば、社員番号や氏
名（社員名））と、Ｓ５１３で取得（計測）された当該人物の温度と、当該登録されたア
ラート情報とをＳ５０５で取得した可視画像、及びＳ５２１で取得した熱画像に重畳表示
させた映像を生成して、クライアント端末１０４に送信する（Ｓ５１６）。
【００８９】
　ここでは、サーバ１０３が、Ｓ５０９で認証された人物の識別情報（例えば、社員番号
や氏名（社員名））と、Ｓ５１３で取得（計測）された当該人物の温度と、当該登録され
たアラート情報とをＳ５０５で取得した可視画像、及びＳ５２１で取得した熱画像に重畳
表示させた映像を生成する例について説明したが、重畳表示させずに、単に、Ｓ５０９で
認証された人物の識別情報（例えば、社員番号や氏名（社員名））と、Ｓ５１３で取得（
計測）された当該人物の温度と、当該登録されたアラート情報と、Ｓ５０５で取得した可
視画像と、及びＳ５２１で取得した熱画像と、をクライアント端末１０４に送信してもよ
い。
【００９０】
　また、サーバ１０３は、Ｓ５１４で所定の条件を満たすと判定された場合には（ＹＥＳ
）、施錠部４０５に対してロック指示を出して、施錠部４０５が当該指示に基づいて工場
出入り口ドア４０３を施錠（ロック）する（Ｓ５１７）。また、既に、ロック済みであれ
ば、ロックを維持するように制御する。そして、処理をＳ５０５、Ｓ５２１に戻す。
【００９１】
　サーバ１０３は、Ｓ５１３で取得した温度が、所定の条件を満たしていないと判定され
た場合には（Ｓ５１４：ＮＯ）、Ｓ５０９で認証された人物を識別するための識別情報（
例えば、社員番号や氏名（社員名））と、Ｓ５１３で取得（計測）された当該人物の温度
と、Ｓ５０５、Ｓ５２１で取得された映像の撮影日時（現在日時）と、Ｓ５０５で取得さ
れた映像（可視画像）と、Ｓ５２１で取得された映像（熱画像）とを関連付けて映像管理
テーブル７０５に登録する（Ｓ５１８）。ここでは、アラート情報は関連付けて登録しな
い。
【００９２】
　次に、サーバ１０３は、Ｓ５０９で認証された人物の識別情報（例えば、社員番号や氏
名（社員名））と、Ｓ５１３で取得（計測）された当該人物の温度と、をＳ５０５で取得
した可視画像、及びＳ５２１で取得した熱画像に重畳表示させた映像を生成して、クライ
アント端末１０４に送信する（Ｓ５１９）。
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【００９３】
　ここでは、サーバ１０３が、Ｓ５０９で認証された人物の識別情報（例えば、社員番号
や氏名（社員名））と、Ｓ５１３で取得（計測）された当該人物の温度と、をＳ５０５で
取得した可視画像、及びＳ５２１で取得した熱画像に重畳表示させた映像を生成する例に
ついて説明したが、重畳表示させずに、単に、Ｓ５０９で認証された人物の識別情報（例
えば、社員番号や氏名（社員名））と、Ｓ５１３で取得（計測）された当該人物の温度と
、Ｓ５０５で取得した可視画像と、及びＳ５２１で取得した熱画像と、をクライアント端
末１０４に送信してもよい。
【００９４】
　また、サーバ１０３は、Ｓ５１４で所定の条件を満たさないと判定された場合には（Ｎ
Ｏ）、施錠部４０５に対してロック解除の指示を出して、施錠部４０５が当該指示に基づ
いて工場出入り口ドア４０３を開錠（ロック解除）する（Ｓ５２０）。そして、処理をＳ
５０５、Ｓ５２１に戻す。
【００９５】
　次に、図６に示すフローチャートを用いて、クライアント端末１０４が実行する処理に
ついて説明する。
【００９６】
　図６は、クライアント端末１０４が実行する処理の一例を示すフローチャートである。
【００９７】
　図６に示す各ステップの処理は、クライアント端末１０４のＣＰＵが、外部メモリ等の
記憶手段に格納されたプログラムをＲＡＭにロードして実行することにより実現される。
【００９８】
　クライアント端末１０４は、サーバ１０３から、Ｓ５１６、又はＳ５１９で送信された
映像やデータを受信する。
【００９９】
　そして、クライアント端末１０４は、現在の表示モードが、可視画像の表示モードか、
熱画像の表示モードかを判定する（Ｓ６０２）。
【０１００】
　図８は、クライアント端末１０４の表示部（ディスプレイ装置２１０）に表示される表
示画面８０１の一例である。
【０１０１】
　図８に示す表示画面８０１には、可視画像の表示を行う可視画像の表示モードのボタン
８０５と、熱画像の表示を行う熱画像の表示モードのボタン８０６とが設けられている。
このいずれかのボタンがユーザにより押下されたかを判定することで、現在の表示モード
が、可視画像の表示モードか、熱画像の表示モードかを判定することができる。
【０１０２】
　クライアント端末１０４は、現在の表示モードが、可視画像の表示モードであると判定
された場合には、処理をＳ６０３に移行して、可視画像を表示画面８０１に表示し（例え
ば、図８）、一方、現在の表示モードが、熱画像の表示モードであると判定された場合に
は、処理をＳ６０４に移行して熱画像を表示画面８０１に表示する（例えば、図９）。し
て、処理をＳ６０１に戻す。
【０１０３】
　図８は、Ｓ６０３で表示される表示画面の一例を示す図である。
【０１０４】
　また、図９は、Ｓ６０４で表示される表示画面の一例を示す図である。
【０１０５】
　図８に示すように、タイムライン８０２には、Ｓ５０１で人物認証できた時間帯が色帯
で識別表示されており、Ｓ５１４で所定の条件を満たすと判定された人物（図８の例では
田中と緒方）と、Ｓ５１４で所定の条件を満たさないと判定された人物（図８の例では、
木村と山田）とが認識できるように識別可能に表示されている。図８の例では、タイムラ
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インの色を変えて識別表示しているが、色ではなく模様やマークなどを付けて識別表示す
るようにしてもよい。Ｓ５１４で所定の条件を満たすと判定された人物のタイムラインに
は、その人物の氏名など（Ｓ５０９で特定された識別情報）や、Ｓ５１３で取得した体温
が認識できるようにデータ８０３Ａや８０３Ｂが表示されている。
【０１０６】
　このように、本発明の表示制御手段は、所定の条件を満たした人物の識別情報、及び／
又は所定の条件を満たした人物の温度であって熱画像をもとに取得された人物の温度を、
当該人物が撮影された時間帯のタイムラインに対応して表示する。
【０１０７】
　これにより、監査者は、タイムライン８０２を見ただけで、どの時間帯に、所定の条件
を満たした人が誰で、何度だったのかを把握することができ、効率的に、閲覧すべき過去
の映像を確認することができるようになる。
【０１０８】
　また、図８の表示画面８０１には、Ｓ５１１で特定された所定の部位を計測領域８０７
として表示している。また、図８の表示画面８０１には、Ｓ５０６で検出された人物に対
応して、当該人物の近傍に、その人物の氏名など（Ｓ５０９で特定された識別情報）や、
Ｓ５１３で取得した体温のデータ８０３Ｂが可視画像に重畳して表示されている。また、
Ｓ５１５で登録されたアラート情報８０４も可視画像に重畳して表示される。
【０１０９】
　クライアント端末１０４は、ボタン８０６が押下されると、図９に示す表示画面８０１
を表示する。図９に示す表示画面８０１は、熱画像が表示されている。
【０１１０】
　図９に示す表示画面８０１の計測領域８０７は、Ｓ５１２で特定された熱画像の領域（
位置）を示している。
【０１１１】
　このように、図８に示す可視画像の計測領域８０７と、図９に示す熱画像の計六領域８
０７とを表示することができるため、監査者は、服などの誤った個所を計測していないこ
とを確認することができるようになる。
【０１１２】
　また、他の表示項目は、図８と同様であるため、ここでは説明を省略する。
【０１１３】
　Ｓ５１９、Ｓ５１６、Ｓ６０４、Ｓ６０３は、本発明の表示制御手段の適用例である。
【０１１４】
　表示制御手段は、取得手段により取得された画像と、サーモグラフィカメラが撮影した
熱画像をもとに取得された人物の温度とを表示するように制御する。また、表示制御手段
は、取得手段により取得した画像と、温度と、識別情報取得手段により取得された識別情
報とを表示する。
【０１１５】
　また、表示制御手段は、温度取得手段により取得された温度を表示するように制御する
。
【０１１６】
　また、Ｓ５１６、Ｓ５１９、Ｓ６０４の表示制御手段は、取得手段により取得された識
別情報と、サーモグラフィカメラが撮影した人物の熱画像と、熱画像をもとに取得された
人物の温度とを表示する。
【０１１７】
　また、Ｓ５１６、アラート情報８０４の表示処理は、本発明の出力手段の適用例であり
、熱画像をもとに取得された人物の温度が所定の条件を満たす場合に、当該温度に係るア
ラートを出力する。
【０１１８】
　以上、本発明によれば、サーモグラフィカメラで人物の体温をより適切に計測すること
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ができる。
【０１１９】
　本発明は、例えば、システム、装置、方法、プログラムもしくは記録媒体等としての実
施態様をとることが可能である。具体的には、複数の機器から構成されるシステムに適用
しても良いし、また、一つの機器からなる装置に適用しても良い。
【０１２０】
　また、本発明におけるプログラムは、図示したフローチャートの処理方法をコンピュー
タが実行可能なプログラムであり、本発明の記憶媒体は当該処理方法をコンピュータが実
行可能なプログラムが記憶されている。なお、本発明におけるプログラムは各装置の処理
方法ごとのプログラムであってもよい。
【０１２１】
　以上のように、前述した実施形態の機能を実現するプログラムを記録した記録媒体を、
システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ（またはＣＰ
ＵやＭＰＵ）が記録媒体に格納されたプログラムを読み出し、実行することによっても本
発明の目的が達成されることは言うまでもない。
【０１２２】
　この場合、記録媒体から読み出されたプログラム自体が本発明の新規な機能を実現する
ことになり、そのプログラムを記録した記録媒体は本発明を構成することになる。
【０１２３】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、ハー
ドディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、
磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、シリコンディスク等を用
いることが出来る。
【０１２４】
　また、コンピュータが読み出したプログラムを実行することにより、前述した実施形態
の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼働
しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の処理の一部または全部を行い、そ
の処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもな
い。
【０１２５】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、
そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わる
ＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機
能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【０１２６】
　また、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用しても、ひとつの機器から
成る装置に適用しても良い。また、本発明は、システムあるいは装置にプログラムを供給
することによって達成される場合にも適応できることは言うまでもない。この場合、本発
明を達成するためのプログラムを格納した記録媒体を該システムあるいは装置に読み出す
ことによって、そのシステムあるいは装置が、本発明の効果を享受することが可能となる
。
【０１２７】
　さらに、本発明を達成するためのプログラムをネットワーク上のサーバ、データベース
等から通信プログラムによりダウンロードして読み出すことによって、そのシステムある
いは装置が、本発明の効果を享受することが可能となる。なお、上述した各実施形態およ
びその変形例を組み合わせた構成も全て本発明に含まれるものである。
【符号の説明】
【０１２８】
１０１　ネットワークカメラ
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１０２　サーモグラフィカメラ１０２
１０３　サーバ
１０４　クライアント端末１０４
１０５　ネットワーク
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